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�愛媛県告示第２１２９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、東予市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は東予市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１３０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、東予市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２１３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

新たに生じ た土地の所在 面 積
（平方メートル）

東予市河原津甲１２０５の地先 １，０５１．３０

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

河原津 東予市河原津甲１２０５の地先公有水面埋立
地 １，０５１．３０

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

しんぐう薬局 株式会社スエト
ップ

宇摩郡新宮村新宮５０番
地

平成１５年
１１月１日

高市歯科医院 白 石 正 生 今治市高市甲４７３－３ 平成１５年
１０月３０日

財団法人正光会
柿の木診療所

財団法人正光会
柿の木診療所 宇和島市柿原１３５２－１ 平成１５年

１１月１日

三 瀬 医 院 片 山 純 八幡浜市１１８２番地１ 平成１５年
１０月１日

いんなみ森田歯
科 森 田 守 直 新居浜市繁本町７番４５

号
平成１５年
１０月８日

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

まつもと薬局 まつもと調剤薬局 松 本 充 子 八幡浜市大字大平１番耕地
７７４－６ 平成１５年３月２４日

毎週（火・金）曜日発行 第１５１０号 平成１５年１１月１８日

平成１５年１１月１８日火曜日 第１５１０号
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�愛媛県告示第２１３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２１３５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１３４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１３６号
次のとおり落札者を決定した。

平成１５年１１月１８日

財団法人正光会
柿の木診療所 財団法人正光会 宇和島市柿原１１５２ 平成１５年

９月１日

三 瀬 病 院 片 山 純 八幡浜市１１８２番地１ 平成１５年
１０月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

橋 田 医 院 橋 田 邦 夫 伊予郡砥部町大南１０６
番地

平成１５年
６月１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・じん臓・ぼうこ
う又は直腸機能障害 外 科 大 洲 中 央 病 院 村 上 誠 大洲市東大洲５番地 平成

１５年１１月４日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛媛県立伊予三島
病院 岸 陽 子 伊予三島市中之庄町１６８４番地２ 〃

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 喜多医師会病院 関 井 浩 義 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 〃

〃 循 環 器 科 医療法人健生会
循環器科 林病院 芝 健 新居浜市中西町６番４６号 〃

〃 〃 〃 俊 野 敬 英 〃 〃

肢 体 不 自 由 脳神経外科 伊 予 病 院 村 上 佳 和 伊予市八倉９０６番地５ 〃

心臓・呼吸器・小腸・ぼうこ
う又は直腸機能障害 外 科 国立療養所愛媛病

院 竹 井 清 純 温泉郡重信町横河原３６６番地 〃

小腸・ぼうこう又は直腸機能
障害 〃 〃 山 本 吉 浩 〃 〃

肢体不自由・音声、言語又は
そしゃく機能障害 神 経 内 科 〃 永 井 勅 久 〃 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛 媛 労 災 病 院 寒 竹 司 新居浜市南小松原町１３番２７号 〃

〃 神 経 内 科 愛媛大学医学部附
属病院 川 尻 真 和 温泉郡重信町大字志津川 〃

〃 〃 〃 田 口 敬 子 〃 〃

ぼうこう又は直腸機能障害 外 科 愛媛県立南宇和病
院 山 本 祐 司 南宇和郡城辺町甲２４３３－１ 〃

〃 〃 〃 中 川 博 道 〃 〃

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

し ん ぐ う 薬 局 宇摩郡新宮村大字
新宮５０番地

平成１５年
１１月４日

愛 媛 県 報平成１５年１１月１８日 第１５１０号

１１８２
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

落札に係る物品等の名称及び
数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

土木設計積算システム用機器
一式

愛媛県土木部管理
局土木管理課技術
企画室システム管
理係
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年１０月２８日
株式会社クロダ商会
愛媛県松山市宮田町１０
８－１

１，６４０，１００円
（月額） 一般競争入札 平成１５年９月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中島環状線
温泉郡中島町大字神浦３５３５番５から

同大字３５３７番３まで

旧 １２．４～３９．５ ０．１０４

新 １５．２～４６．８ ０．１０４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中島環状線
温泉郡中島町大字神浦３５３５番５から

同大字３５３７番３まで
平成１５年１１月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 日向谷高野子線 東宇和郡城川町大字川津南１９５０番２
旧 ４．０～７．６ ０．０４５

新 ９．８～１４．０ ０．０４５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 日向谷高野子線 東宇和郡城川町大字川津南１９５０番２ 平成１５年１１月１８日

愛 媛 県 報平成１５年１１月１８日 第１５１０号

１１８３



公 告

�公 告

准看護師試験の施行について

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１８条の

規定により、平成１５年度准看護師試験を次のとおり施行する

。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

松山市文京町４－２

松山大学

２ 試験の日時

平成１６年２月１４日（土）１３時００分

３ 受験願書の提出期間

平成１６年１月１５日（木）から１月２２日（木）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるもの

は、受け付ける。

４ 受験願書の請求先

〒７９０―８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部管理局保健福祉課医療対策室
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�公 告

砂利採取業務主任者試験の合格者の発表について

平成１５年１１月７日に実施した砂利採取業務主任者試験の合

格者は、次のとおりである。

平成１５年１１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

受験番号 氏 名 受験番号 氏 名

５ 平 原 勝 也 １０ 徳 永 鉄 男

平成１５年１１月１８日 印刷
平成１５年１１月１８日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１１８４

愛 媛 県 報平成１５年１１月１８日 第１５１０号


